
貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う関係通達の一部改正等について（一覧） 

 

 件  名 改正要旨 

1 「トラック事業者の法令遵守の徹底を

図るための措置について」の制定につ

いて 

①巡回指導でＥ評価を受け、かつ、「点呼」「過労」「健康診断 2 名

以上未受診」のいずれも指摘を受け、未改善で、その後の監査に

おいても、いずれも未改善の場合、②監査において、「30 日間の

事業停止」に相当する違反が確認された場合、に安全確保命令を

発令し、その後も改善されない場合には、許可の取消を行う。 等 

2 「貨物自動車運送事業法に基づく輸送

の安全確保命令の発動基準について」

の一部改正について 

監査の結果、上記 1 の①、②の場合に輸送の安全確保命令を発令

するとともに、命令に従わなかった場合には、再度の命令を発令

することなく許可の取消を行う。 

3 「貨物自動車運送事業者に対する行政

処分等の基準について」の一部改正に

ついて 

「許可の取消処分」を行う場合として、上記 2 の輸送の安全確保

命令を命じられた事業者が、当該命令（①特定の違反項目、②30

日間の事業停止項目）に従わなかった場合を追加 

4 「貨物自動車運送事業者に対する行政

処分等の基準の細部取扱いについて」

の一部改正について 

上記 3 の「特定の違反項目」を明記 

(ｱ)点呼の実施等が不適切 

(ｲ)運転者の過労防止等に係る措置が不適切 

(ｳ)運転者のうち健康診断を 2 名以上受診していない 

5 「貨物自動車運送事業者に対する行政

処分等を行うべき違反行為及び日車数

等について」の一部改正について 

①事業計画変更認可違反に「各営業所に配置する事業用自動車の

種別ごとの数違反」を新設（10 日車） 

②社会保険料等の納付違反を新設（20 日車） 

③損害賠償の支払能力確保義務違反を新設（20 日車） 等 

6 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の

解釈及び運用について」の一部改正に

ついて 

「事業者が遵守すべき事項の明確化」のうち、「輸送の安全に係

る義務の明確化」として「事業用自動車の定期的な点検整備の実

施」等を規定（従来、他の条項に規定）。 等 

7 「自動車運送事業者の社会保険等の未

加入対策の強化について」の一部改正

について 

監査及び巡回指導において確認する事項に、「社会保険料等の納

付状況」を追加。 等 

8 「地方貨物自動車運送適正化事業実施

機関からの悪質性の高い営業所に係る

巡回指導結果の報告等の強化につい

て」の一部改正について（安政・貨物・

整備課長） 

速報事案の対象に、「巡回指導でＥ評価を受け、かつ、「点呼」「過

労」「健康診断 2 名以上未受診」のいずれも指摘を受け、かつ、

いずれも未改善の営業所」を追加するとともに、定期報告事案の

対象に、社会保険料等を納付していない営業所を追加。 

9 「地方貨物自動車運送適正化事業実施

機関からの悪質性の高い営業所に係る

巡回指導結果の報告等の強化につい

て」の一部改正について（貨物課長） 

上記 8 に係る改正のほか、別添速報様式に、「巡回指導における

総合評価が「Ｅ」と判定され、特定の違反項目のいずれにも未改

善事項がある」を追加。 

10 「「地方貨物自動車運送適正化事業実

施機関に対する指導監督及び連携の強

化について」の具体的推進事項につい

て」の一部改正について 

巡回指導の際に運輸支局長から発出する「協力依頼文書」の雛形

に、速報事案として、運輸支局に通報される対象として、上記 9

に該当する場合を追加するとともに、事業者にあらかじめ準備い

ただく書類に「保険料領収証書等」を追加。 

11 「荷主勧告事務の細部取扱い等につい

て」の一部改正について 

荷主に対する警告書の発出対象に、「違反行為に係る荷主が、過

去 3 年以内に、支社等の別、法令違反行為の種別を問わず、5 回

の協力要請を受けた場合」を追加。 

12 「貨物自動車運送事業法に基づく運行

管理者資格者証の返納命令発令基準等

について」の一部改正について 

運行管理者資格者証の交付を行わない要件の 1 つとして、返納命

令から「2 年を経過」を、「5 年を経過」に厳格化。 

 


